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○大野町企業立地促進条例 

平成２３年１２月１６日 

条例第２０号 

改正 平成２６年６月２０日条例第１２号 

平成２８年３月２５日条例第１４号 

平成２９年３月２４日条例第２号 

令和２年１２月２５日条例第２７号 

大野町工場誘致条例（昭和５５年大野町条例第２１号）の全部を改正する。 

（目的） 

第１条 この条例は、町における企業の立地を促進するため必要な奨励措置を講

ずることにより、産業の振興と雇用の拡大を図り、もって町勢の進展に寄与す

ることを目的とする。 

（用語の意義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

⑴ 工場等 次に掲げる事業に属する工場、事業所その他の施設をいう。ただ 

し、事務所を有するものをいう。 

ア 製造業（日本標準産業分類（平成２５年総務省告示第４０５号）に掲げ

る大分類E―製造業をいう。） 

イ 情報通信業（日本標準産業分類に掲げる大分類G―情報通信業をいう。） 

ウ 運輸業、郵便業（日本標準産業分類に掲げる大分類H―運輸業、郵便業を

いう。） 

エ 学術研究、専門・技術サービス業（日本標準産業分類に掲げる大分類L

―学術研究、専門・技術サービス業をいう。） 

オ その他条例の目的を達成するため、町長が特に必要があると認める業種 

⑵ 工場等の設置等 工場等の新設、工場等の増設又は工場等の移設をするこ
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とをいう。 

⑶ 工場等の新設 町内に工場等を有しない者が町内に新たに工場等を設置す

ること又は町内に工場等を有する者が既設の事業と異なる業種の工場等を町

内に設置することをいう。 

⑷ 工場等の増設 町内に工場等を有する者が既設の工場等の規模を拡大する

目的で同一業種の工場等を町内に設置すること又は既設の工場等の敷地若し

くはこれに隣接する土地に既設の工場等を拡張することをいう。 

⑸ 工場等の移設 町内に工場等を有する者が当該工場等を町内の他の場所に

移転することをいう。 

⑹ 事業者 工場等の設置等をする者をいう。 

⑺ 投下固定資産 工場等の設置等のために新たに取得した土地、建物（居住

の用途に使用するものを除く。）及び償却資産をいう。 

⑻ 操業開始 工場等の設置等をして、その目的の事業を開始することをいう。 

⑼ 常時雇用される従業員 当該工場等において通常の状態のもとに常時雇用

される従業員（労働基準法（昭和２２年法律第４９号）第２１条各号に掲げ

る者を除く。）をいう。 

⑽ 子会社 会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第３号に規定する会社

をいう。 

⑾ 親会社 会社法第２条第４号に規定する親会社をいう。 

（奨励措置） 

第３条 町長は、事業者に対し、奨励措置として次に掲げる奨励金（以下「奨励

金」という。）を交付することができる。 

⑴ 工場等設置等奨励金 

⑵ 雇用促進奨励金 

（奨励金の交付基準及び交付額） 

第４条 奨励金の交付基準及び交付額は、次の各号に掲げる奨励金の区分に応じ、
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それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 

⑴ 工場等設置等奨励金 投下固定資産に対して賦課された固定資産税額を限

度とし、交付期間は操業開始後初めて賦課された年度以後５年間とする。た

だし、親会社及び子会社又はこれと同等の関係にある複数の企業が共同で事

業を行う場合の交付期間は操業開始後初めて賦課された年度以後３年間とす

る。 

⑵ 雇用促進奨励金 操業開始に伴い新たに雇用される町内の工場等従業員で

あって、町内に住所を有し、操業の開始前若しくは操業を開始した日から起

算して１年を経過した日の前日までに雇用した従業員で、かつ、操業の開始

日以降引き続き１年以上常時雇用される従業員であるもの１人につき３０万

円とし、１，５００万円を限度とする。ただし、交付は１事業者１回限りと

する。 

（事業者の指定） 

第５条 奨励金の交付を受けることができる事業者は、次に掲げる要件の全てを

満たす者のうち町長が適当と認めて指定をした者（以下「指定事業者」という。）

とする。 

⑴ 継続して常時雇用される従業員の数が５人以上であること。 

⑵ 操業開始の日における投下固定資産の取得価格の合計額が、工場等の新設

の場合にあっては５，０００万円以上、工場等の増設又は工場等の移設の場

合にあっては３，０００万円以上であること。 

２ 町長は、前項の指定をするときは、あらかじめ第１１条の大野町企業立地促

進委員会の意見を聴くものとする。 

３ 町長は、第１項の指定をするときは、環境保全に関する協定の締結その他必

要な条件を付すことができる。 

（指定の申請） 

第６条 前条第１項の指定を受けようとする事業者は、規則で定めるところによ
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り、町長に申請しなければならない。 

２ 前項の規定による申請について、親会社及び子会社又はこれと同等の関係に

ある複数の企業が共同で事業を行う場合は、連名で、又は共同で事業を行う複

数の企業のうち代表を定めて申請することができる。 

（変更の届出等） 

第７条 指定事業者及び前条の規定により申請した事業者（以下「指定事業者等」

という。）は、同条の規定による申請の内容に変更が生じたときは、規則で定

めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。 

２ 町長は、指定事業者等から前項の規定による届出があったときは、当該指定

事業者に係る指定について必要な条件を追加し、又は変更することができる。 

（操業の休止等の届出） 

第８条 指定事業者は、第５条第１項の指定に係る工場等の操業を休止し、又は

廃止したときは、規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければ

ならない。 

（指定の取消し等） 

第９条 町長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定

を取り消し、奨励金の交付を停止し、又は既に交付した奨励金の全部若しくは

一部を返納させることができる。 

⑴ 第５条第１項の指定に係る工場等を当該指定を受けた事業以外の事業の用

途に供したとき。 

⑵ 第５条第１項各号に規定する指定の要件を欠くこととなったとき。 

⑶ 第５条第３項又は第７条第２項の条件に違反したとき。 

⑷ 操業の休止若しくは廃止又はこれと同様の状態に至ったとき。 

⑸ 大野町税条例（昭和３６年大野町条例第１４号）第３条第１項に掲げる町

民税、固定資産税及び軽自動車税並びに当該町税に係る督促手数料及び延滞

金に未納があるとき。 
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⑹ 偽りその他不正の行為により奨励金の交付を受けようとし、又は受けたと

き。 

⑺ この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反する行為があったとき。 

⑻ 前各号に掲げる場合のほか、奨励金を交付することが不適当であると町長

が認めたとき。 

（報告及び調査） 

第１０条 町長は、指定事業者等に対し、第５条第１項の指定に係る工場等の設

置等その他必要な事項について報告を求め、又は実地に調査することができる。 

２ 指定事業者等は、前項の規定による報告の要求、調査の実施その他必要な指

示があったときは、これに従わなければならない。 

（大野町企業立地促進委員会） 

第１１条 企業の立地を促進するため、大野町企業立地促進委員会（以下「委員

会」という。）を設置する。 

２ 委員会は、第５条第１項の指定に関する事項のほか、次に掲げる事項を協議

する。 

⑴ 企業の立地の促進に必要な調査及び情報に関する事項 

⑵ 工場等の設置等の開発整備に関する事項 

⑶ 前２号に掲げる事項のほか、企業の立地の促進に関し必要な事項 

３ 委員会は、委員１０人以内で組織し、識見を有する者のうちから町長が委嘱

する。 

４ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期

間とする。 

５ 委員は、再任されることができる。 

６ 委員会に委員長を置き、委員長は委員の互選によりこれを定める。 

７ 委員長は、委員会の会務を総理する。 

８ 前各項に規定するもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、
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規則で定める。 

（委任） 

第１２条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２４年４月１日から施行する。ただし、第１１条及び次項

から附則第５項までの規定は、公布の日から施行する。 

（準備行為） 

２ 改正後の大野町企業立地促進条例（以下「新条例」という。）第５条第１項

の指定及び第６条の規定による申請並びにこれらに関し必要な手続その他の行

為は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前においても、新条例

の例によりすることができる。 

（委員会に関する経過措置） 

３ 附則第１項ただし書に規定する規定の施行の際現に改正前の大野町工場誘致

条例（以下「旧条例」という。）第８条第３項の規定により委嘱された大野町

工場誘致推進委員会（以下「旧委員会」という。）の委員である者は、附則第

１項ただし書に規定する規定の施行の日に、新条例第１１条第３項の規定によ

り委員会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱

されたものとみなされる者の任期は、同条第４項の規定にかかわらず、同日に

おける旧委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。 

４ 附則第１項ただし書に規定する規定の施行の際現に旧委員会の委員長である

者は、同項ただし書に規定する規定の施行の日に、新条例第１１条第６項の規

定により委員長として定められたものとみなす。 

５ 附則第１項ただし書に規定する規定の施行の日前に旧委員会が協議した事項

は、委員会が協議した事項とみなす。 

（旧条例の規定による奨励金に関する経過措置） 
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６ 施行日前に旧条例第５条第１項の規定により指定を受けた者に対する旧条例

第６条の奨励金については、なお従前の例による。 

附 則（平成２６年条例第１２号） 

この条例は、公布の日から施行し、平成２６年４月１日から適用する。 

附 則（平成２８年条例第１４号） 

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２９年条例第２号） 

この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

   附 則（令和２年条例第２７号） 

 この条例は、公布の日から施行する。 


